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研究要旨

腸管出血性大腸菌の食品での検査法は、平成 年に通知されている

が、年月の経過とともに、記載されている機器や試薬の入手が困難にな

っているものも見られる。このため、現状に即した機器や試薬を調査す

ることが必要とされている。本研究で調査した結果、いくつかの販売中

止品や終売になる機器があることが判明した。

研究協力者

国立医薬品食品衛生研究所 大西貴弘、廣瀬昌平、新井沙倉

Ａ．研究目的

腸管出血性大腸菌は、病原大腸

菌の中で最も病原性が高く、食中

毒の発生が注視されている原因物

質であり、食品での検査法は、「食

品からの腸管出血性大腸菌 、

、 、 、 及び

の検査法」（食安監発 第 号、

事務連絡平成 年３月 日、以

下通知法）に通知されている。腸管

出血性大腸菌食中毒の発生は、毎

年報告があり、報告数の大きな減

少も認められていない。このため、

食品での検査の機会は多く、その

方法は重要とされている。前述の

通知法に記載されている機器や試

薬が年月の経過とともに入手が困

難になっているものも見られるた

め、本研究では、現在販売されてい

る機器や試薬を調査した。

Ｂ 研究方法
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［１］遺伝子検出法について

通知法記載の遺伝子検出法に

ついて、機器や試薬などが現在

も入手可能であるか、また後継

のものが販売されているかを調

査した。

［２］培養法について

通知法記載の培養法について、

培地などが現在も入手可能であ

るか、また後継のものが販売さ

れているかを調査した。

［３］その他の試薬等について

遺伝子検出法や培養法以外に

使用する試薬やメーカー名等に

ついて、通知法に記載されてい

る内容が現在も入手可能である

か、また後継のものが販売され

ているかを調査した。

Ｃ．研究結果

［１］遺伝子検出法について

（１） 抽出法

抽出キットに関しては、通

知法に記載のキットが現状でも

販売されていることを確認した。

（２）ベロ毒素遺伝子および 抗

原遺伝子を検出するキット

リ ア ル タ イ ム 法 お よ び

（ ）法のいず

れも通知法に記載のキットが現

状でも販売されていることを確

認した。

（３）リアルタイム 法の機

器

通 知 法 に 記 載 さ れ て い る

Ⅱ： Ⅱの販売は終了

さ れ て お り 、 後 継 機 と し て

Ⅲ お よ び

Ⅳが販売されていることを確認

した。なお、通知法記載の

Ⅱは、 年にサポートが終了

さ れ る 。 ま た 、

のリアルタイム

機器についても、後継機として

リアルタイム

システムシリーズが販売されて

い る こ と を 確 認 し た 。 な お 、

、

および の各種機器はいずれ

も販売およびサポートが終了し

ていた。

（４） 法の機器

通 知 法 に 記 載 さ れ て い る

リアルタイム濁度測定

機器 および （栄

研化学）は販売およびサポート

が終了しており、現状販売され

ている機器としては通知法記載

の （栄研化学）のみ

であった。
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［２］培養法について

増菌用培地である の販売元

として通知法に記載されているメ

ルクは、その後販売を終了してい

た。また、通知法記載の 寒

天培地は、アキュレート

寒天培地へ名称変更されていた。

［３］その他の試薬等について

（１）製造販売元名

和光純薬株式会社は富士フィ

ルム和光純薬株式会社へ、日水

製薬株式会社は島津ダイアグノ

スティクス株式会社へ、デンカ

生研株式会社はデンカ株式会社

へそれぞれ名称変更されていた。

（２）試薬

血 清 型 別 試 薬 で あ る 大 腸 菌

検出試薬「 」は、大腸菌

検出キット「 」へ名称を

変更していた。さらに、 確認

試験にて記載の スクリー

ン ベロトキシンは、販売が終了

していた。

Ｄ．考察

通知法記載の機器や試薬等の一

部がすでに入手困難となっている

現状が明らかとなった。また、通知

法では遺伝子検出法の検出限界を

以上と示されている。

今後は、現状販売されているリア

ルタイム 法の後継機器を用い

て、各種遺伝子検出法の検出限界

が定められた値を満たしているか

を確認する必要があると思われた。

結論

本研究にて、通知法記載の機器

や試薬等の一部がすでに入手でき

ない状況にあるため、食品衛生検

査の現場での活用性を向上すべく、

現状に即した通知法改定案を作成

する必要性が考えられた。
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